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公
園
樹
木
は
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か

町
長
…
行
政
区
と
協
議
し
な
が
ら

管
理
方
針
を
検
討
す
る

ま
え
、
行
政
区
と
協
議
し
な
が
ら
管
理
方
法
を
検

討
し
、
維
持
管
理
の
適
正
化
に
努
め
て
い
く
。

　

公
園
の
設
置
年
数
に
よ
り
作
業
の
間
隔
や
優
先

順
位
の
見
極
め
が
必
要
だ
。
適
切
な
周
期
で
の
剪

定
作
業
を
含
め
た
費
用
を
、
植
栽
管
理
費
と
し
て

都
市
公
園
管
理
事
業
に
設
定
す
る
考
え
は
。

　

剪
定
作
業
は
、
財
政
を
考
慮
し
た
サ
イ
ク
ル
の

な
か
で
実
施
し
て
き
た
。
剪
定
の
サ
イ
ク
ル
や
過

密
化
の
状
況
な
ど
、
管
理
の
方
向
性
を
見
据
え
て

行
政
区
と
協
議
を
行
な
っ
た
な
か
で
進
め
て
い
き

た
い
。

　

維
持
管
理
に
対
す
る
住
民
の
意
見
を
広
く
聴
取

す
る
考
え
は
あ
る
か
。

　

維
持
管
理
は
行
政
区
協
働
事
業
と
し
て
行
政
区

が
実
施
し
て
お
り
、
町
が
住
民
に
対
し
意
見
を
聴

取
す
る
場
合
は
、
行
政
区
を
通
じ
て
行
う
。

　

高
齢
化
あ
る
い
は
子
育
て
世
代
の
増
加
な
ど
で

公
園
に
対
す
る
要
望
も
違
う
。
維
持
管
理
や
作
業

方
法
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
周
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
よ
る
誤
解
か
ら
生
じ
る
意
見
も
あ
る
。

　

都
市
公
園
の
維
持
管
理
、
作
業
方
法
に
関
す
る

指
針
を
住
民
に
広
く
周
知
し
て
は
。

　

都
市
公
園
の
樹
木
は
、
適
時
の
消
毒
や
剪せ
ん

定て
い

な

ど
町
が
担
う
維
持
管
理
の
サ
イ
ク
ル
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
い
状
況
に
あ
る
。

　

現
在
、「
新
十
津
川
町
公
園
施
設
等
長
寿
命
化

計
画
」
に
は
都
市
公
園
の
樹
木
の
管
理
は
盛
り
込

ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
公
園
内
の
樹
木
も
遊

具
や
ベ
ン
チ
な
ど
と
同
じ
く
公
園
の
一
部
で
あ
り
、

公
園
全
体
の
環
境
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
公
園
を

含
め
た
一
体
的
な
住
環
境
を
作
る
上
で
樹
木
の
適

正
な
維
持
管
理
は
必
要
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
３
点
を
問
う
。

　

公
園
樹
木
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の

よ
う
な
管
理
を
し
て
い
く
方
針
か
。

　

樹
木
の
維
持
管
理
は
、
月
に
１
回
、
委
託
業
者

が
樹
木
の
状
態
を
確
認
し
必
要
に
応
じ
て
防
除
や

危
険
な
枝
払
い
な
ど
を
行
い
、
剪
定
業
務
は
、
約

５
年
に
一
度
の
周
期
を
目
途
に
行
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
公
園
樹
木
は
約
１
４
０
０
本
あ
り
、

樹
木
が
大
き
く
育
っ
た
こ
と
や
人
件
費
、
剪
定
費

の
増
嵩
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
周
期
で
剪
定

業
務
を
行
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

今
後
も
委
託
業
者
に
よ
る
防
除
や
危
険
な
枝
払

い
を
基
本
と
し
、
剪
定
業
務
は
、
樹
木
の
健
全
な

生
育
を
維
持
し
つ
つ
、
剪
定
費
の
高
騰
な
ど
を
踏

　

樹
木
の
管
理
や
公
園
全
般
の
管
理
に
つ
い
て
、

行
政
区
へ
は
、
役
員
が
変
わ
る
毎
年
１
月
に
伝
え

管
理
方
法
の
水
準
や
指
針
の
確
認
を
し
た
い
。
住

民
へ
は
、
行
政
区
や
広
報
を
通
じ
て
周
知
す
る
。

　

中
央
公
園
は
、
開
拓
発
祥
地
で
あ
る
菊
水
公
園

に
隣
接
し
て
お
り
、特
別
な
価
値
を
有
し
て
い
る
。

開
拓
記
念
館
を
含
め
て
、
景
観
、
訪
れ
る
人
を
誘

導
す
る
動
線
、菊
水
公
園
と
の
接
続
性
を
考
慮
し
、

中
央
公
園
一
帯
が
持
つ
歴
史
的
価
値
を
踏
ま
え
た

総
合
的
な
整
備
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
町
長

の
考
え
は
。

　

公
園
全
体
の
老
朽
化
、
当
時
に
想
定
し
た
利
用

者
ニ
ー
ズ
の
変
化
な
ど
も
あ
り
、
再
整
備
の
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

中
央
公
園
は
、本
町
の
市
街
地
の
中
央
に
あ
り
、

町
外
か
ら
の
来
訪
者
の
目
に
触
れ
る
重
要
な
公
園

で
、歴
史
的
価
値
の
あ
る
場
所
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
開
村
の
歴

史
を
伝
え
る
開
拓
記
念
館
お
よ
び
菊
水
公
園
と
の

連
続
性
も
考
慮
し
た
上
で
、検
討
し
て
い
き
た
い
。

問1 問

再質問再質問 問2

問3答 答

答答

答 ずばりずばり町政を問う！町政を問う！

教
育
長
が
目
指
す
小
中
一
貫
教
育
と
は

教
育
長
…
小
中
学
校
で
一
体
感
の
あ
る

教
育
環
境
を
創
出
し
た
い

　

現
在
、
小
学
校
高
学
年
で
の
教
科
担
任

制
や
小
中
学
校
間
で
の
教
員
の
乗
り
入
れ

授
業
の
導
入
な
ど
、「
小
中
連
携
教
育
」

を
実
施
し
て
い
る
が
、
令
和
７
年
度
教
育

行
政
執
行
方
針
で
「
小
中
一
貫
教
育
を
推

進
し
て
い
く
。」
と
、
初
め
て
「
小
中
一

貫
教
育
」
に
つ
い
て
述
べ
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
２
点
を
伺
う
。

　

教
育
長
が
目
指
す
「
小
中
一
貫
教
育
」

と
は
。
ど
う
推
し
進
め
て
い
く
の
か
。

　

私
が
目
指
す
小
中
一
貫
教
育
の
最
重
要

点
は
、「
義
務
教
育
終
了
時
の
目
指
す
子

ど
も
の
姿
を
小
中
学
校
で
共
有
し
、
相
互

の
理
解
と
連
携
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
教

育
力
を
最
大
限
活
用
す
る
こ
と
。」で
あ
る
。

　

小
中
学
校
の
教
職
員
が
互
い
に
学
習
面

と
生
活
面
の
環
境
を
把
握
し
あ
う
こ
と
で
、

よ
り
円
滑
な
学
校
間
で
の
接
続
が
可
能
と

な
る
。
そ
し
て
、
義
務
教
育
９
年
間
を
一

つ
の
ス
パ
ン
と
し
て
捉
え
、
町
の
特
色
を

活
か
し
た
教
育
環
境
を
創
出
す
る
こ
と
が
、

小
中
一
校
ず
つ
の
本
町
の
教
育
に
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

今
年
度
は
「
小
中
一
貫
教
育
」
へ
発
展

問1 問

が
同
じ
建
物
で
学
習
す
る
こ
と
が
良
い
の

か
別
々
が
良
い
か
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
の

教
育
環
境
を
第
一
に
考
え
検
討
し
た
い
。

　

ま
た
、校
舎
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、

本
町
の
教
育
の
在
り
方
を
町
長
主
宰
の
総

合
教
育
会
議
な
ど
で
の
協
議
が
必
要
だ
。

　

来
年
度
は「
学
校
施
設
長
寿
命
化
計
画
」

確
認
年
度
だ
が
、
見
直
し
は
、
本
町
が
目

指
す
教
育
を
体
現
で
き
る
校
舎
の
在
り
方

の
方
向
性
と
並
行
し
て
実
施
す
る
。

　

令
和
９
年
度
ま
で
に
町
公
共
施
設
の
照

明
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
す
る
計
画
が
あ
る
。
建
て

替
え
が
早
ま
っ
た
場
合
、
今
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

せ
ず
、
建
て
替
え
と
同
時
に
行
う
こ
と
で

経
費
を
抑
え
る
こ
と
も
可
能
だ
。
具
体
的

に
校
舎
の
検
討
は
い
つ
始
め
る
の
か
。

　

小
中
学
校
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
は
町
の
計
画
に

基
づ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、

８
年
度
の
学
校
施
設
の
状
況
を
分
析
し
た

結
果
を
含
め
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え

た
い
。
財
政
的
な
こ
と
は
町
の
財
政
当
局

と
の
総
合
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
今

の
段
階
で
答
え
ら
れ
な
い
。

再質問

問2

答

答
さ
せ
る
た
め
の
研
鑚
、
分
析
、
検
討
を
す

る
年
度
と
し
た
い
。

　

小
中
一
貫
教
育
は
、
小
中
６・
３
制
の

ほ
か
４・
３・
２
制
や
５
・
４
制
な
ど
の
編

成
も
可
能
で
、
進
め
方
に
よ
り
、
校
舎
の

使
い
方
の
検
討
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ

る
。

　

ま
た
、
小
学
校
は
建
築
か
ら
44
年
、
中

学
校
は
54
年
経
過
し
た
。「
学
校
施
設
長

寿
命
化
計
画
」
で
は
80
年
以
上
利
用
す
る

と
し
て
計
画
的
な
改
修
工
事
や
「
予
防
修

繕
」
を
し
て
い
る
が
、
雨
漏
り
な
ど
突
発

的
な
事
案
へ
の
「
事
後
修
繕
」
が
発
生
し

て
い
る
。
建
て
替
え
も
含
め
、
計
画
の
見

直
し
や
方
針
を
検
討
す
る
考
え
は
な
い
か
。

　

現
時
点
で
は
建
て
替
え
を
含
め
校
舎
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
は
し
て
い
な
い
が
、

検
討
が
必
要
な
時
期
に
来
て
い
る
こ
と
は

認
識
し
て
い
る
。

　

近
隣
市
町
で
も
施
設
一
体
型
小
中
併
設

校
や
施
設
分
離
型
の
改
築
や
義
務
教
育
学

校
の
新
設
が
あ
る
。
本
町
の
場
合
、
現
在

の
３
歳
児
ま
で
は
継
続
し
て
１
学
年
２
学

級
を
維
持
で
き
る
見
込
み
で
、
小
中
学
校

答

西
にし
内
うち
陽
ひろ
美
み
　議員

　一般質問とは、年に４回ある定例会において、議員が町長や教育長に対し、町の施策の状況や方針、課題
などについて直接質問したりすることです。
　令和７年第２回定例議会では、１人の議員が２件の一般質問を行いました。

5 2025 しんとつかわ 議会だより８月 42025 しんとつかわ 議会だより８月




